
建築・住宅～大河原土木かわら版～建築・住宅～大河原土木かわら版～建築・住宅～大河原土木かわら版～建築・住宅～大河原土木かわら版～

発 行 宮城県大河原土木事務所建築班

〒 989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南 129-1
電 話 0224-53-3918 FAX 0224-53-8090
E-mail okdbkkt@pref.miyagi.jp
URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-doboku/

○建築確認の申請手続きの改正について

○建築士法の改正について

○建築確認の申請手続きの改正について

今回の改正では，より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため，構造計算

適合性判定制度の見直し，仮使用制度の民間開放等や建築確認の申請手続き等が改正され，

併せて確認申請書の様式も改正されました。

※建築確認申請に係る新様式は，宮城県土木部建築宅地課のホームページの「建築基準法※建築確認申請に係る新様式は，宮城県土木部建築宅地課のホームページの「建築基準法※建築確認申請に係る新様式は，宮城県土木部建築宅地課のホームページの「建築基準法※建築確認申請に係る新様式は，宮城県土木部建築宅地課のホームページの「建築基準法

（建築確認・建築許可）に係る申請書様式」からダウンロードできます。（建築確認・建築許可）に係る申請書様式」からダウンロードできます。（建築確認・建築許可）に係る申請書様式」からダウンロードできます。（建築確認・建築許可）に係る申請書様式」からダウンロードできます。

URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/04kenntiku.html
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○建築士法の改正について

従来，建築物の設計・工事監理の業務においては，必ずしも書面による契約がなされな

いこと等により，業務を行う建築士事務所の責任が不明確であったことから，建築紛争の

増大・長期化等につながっていることが指摘されていました。

また，近年，建築士免許証の偽造による建築士なりすまし事案が発生していること等か

ら，建築主への建築士に関する情報開示の充実が求められていました。

今回，建築関係団体（公益社団法人日本建築士会連合会，一般社団法人日本建築士事務

所協会連合会，公益社団法人日本建築家協会）による「建築物の設計・工事監理業の適正

化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」が出され，これを受けて建築士法

が改正され書面による契約の義務化（延べ面積 300 ㎡超），管理建築士の責務の明確化及
び建築士免許証提示の義務化等について明確化されました。
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◆当事務所建築班の窓口にパンフレット等を置いていますので御活用ください。◆当事務所建築班の窓口にパンフレット等を置いていますので御活用ください。◆当事務所建築班の窓口にパンフレット等を置いていますので御活用ください。◆当事務所建築班の窓口にパンフレット等を置いていますので御活用ください。

～ お知らせ ～

かわら版のバックナンバーや各種情報を掲載しています。

大河原土木 建築班 検 索

宮城県大河原土木事務所建築班 E-mail:okdbkkt@pref.miyagi.jp. /phone.0224-53-3918 /fax.0224-53-8090

<3> 平成 27 年 7月 13日発行 第 143号


